
「松本市地域見守りネットワーク」事業実施マニュアル（概要版） 

 

  この事業は、松本市内に居住する高齢者、障がい者、こども等地域の中で見守りを必要とする者

（以下「要支援者」という。）が、住み慣れた地域で安心して生活できるように、松本市と協力事

業所が連携し、要援護者に対する見守り活動を行い、地域福祉の向上に寄与することが目的です。 

 

見守りの対象者 

松本市内に居住する住民で、高齢者、障がい者、こども等地域の中で見守りを必要とする方 

 

通報の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【松本市連絡先（担当課）一覧】 

 

 

 

 

 

異変の例 

１ 郵便受けに新聞や郵便物がたまっている 

２ 洗濯物が何日も取り込まれていない 

３ 夜になっても家に明かりがつかない、あるいは日中でも明かりがつけっぱなし 

４ 家の中から異臭がする 

５ 服装が不自然のまま外出している 

６ 困ったり、迷っている様子である 

市は必要に応じて家族・親族・民生児童委員・町会役員・介護事業所等に連絡し、安否確認

などの対応を行います。 

要援護者６５歳以上 要援護者６５歳未満 

障がい者 こども 左記以外 

高齢福祉課 

３４-３０６１(直通) 

障がい福祉課 

３４-３２１２(直通) 

こども福祉課 

３３-４７６７(直通) 

生活福祉課 

３４-３２１１(直通) 

緊急性無 

協力事業所 

松本市役所 下記担当課へ 

（平日 8：30～17：15） 

松本市役所日直（土日休） 

３４－３０００ 

松本警察署   １１０ 

松本広域消防局 １１９ 

緊急性有 

日常の業務中に要支援者の 

異変・事故に気づいたら 

通報前に 
①住所又は目標物 
②事故等の場合は時間 
③要支援者の性別、わかれば年齢、氏名 
を確認しておきましょう 


